
○興部町妊産婦安心出産支援事業実施要綱 

(平成 28 年 9 月 7 日訓令第 27号) 

改正 令和 2 年 3 月 16 日訓令第 5 号 令和 2 年 10 月 26 日訓令第 43 号 

令和 5 年 8 月 22 日訓令第 23 号 令和 7 年 3 月 4 日訓令第 4 号 
 

(目的) 

第 1条 この要綱は、町内に産科医療機関がないため、妊産婦が遠方にある分娩可能な

医療機関まで通院する必要があり経済的負担が大きいことから、健康診査や出産準備に

かかる経費を助成することにより、安心して出産できる環境をつくることを目的とする。 

(対象者) 

第 2条 助成の対象となる者は、次の各号全てに該当する者とする。 

(1) 興部町より、妊婦一般健康診査受診票及び産婦健康診査受診票の交付を受けてい

る者 

(2) 興部町妊産婦支援プランに沿って妊婦一般健康診査、産婦健康診査を受診してい

る者 

(3) 出産（早流産を含む。）時において興部町に居住し、住民基本台帳法（昭和 42

年法律第 81号）に規定する住民基本台帳に登載されている者 

(4) 住民登録のある自宅、又は里帰り先の居住地（以下「自宅等」という。）から医

療機関に通って、妊婦一般健康診査、産婦健康診査を受けている、又は出産している

者 

(5) 対象者及び配偶者が町税等、町の徴収金を滞納していないこと。 

(対象経費) 

第 3条 前条に定める者が、次の各号に掲げる健康診査等を行ったときは、当該各号に

掲げる経費を助成するものとする。 

(1) 興部町妊産婦健康診査事業実施要綱(令和 5 年訓令第 3号)の規定に基づき、助成

対象となる健康診査の受診にかかる、自宅等から産科医療機関までの往復分の交通費

相当額及び宿泊費 

(2) 出産準備における、自宅等から産科医療機関までの往復分の交通費相当額及び宿

泊費 

2 以下の各号に該当する場合は、助成の対象から除くものとする。 

(1) 入院中に各健康診査を受けた場合 

(2) 救急車等で搬送された場合 

(経費の助成額) 

第 4条 経費の助成額は、北海道が定める補助基準額の規定に基づき、別表の第 1欄に

定める区分ごとに、第 2欄に定める対象経費の実支出額と、第 3 欄に定める基準額より

算出した額を比較して、少ない方の額を合計した額とする。 

(交付申請) 

第 5条 助成金の交付を受けようとする者は、原則として出産（早流産を含む。）日の

翌日から起算して 10 週間以内に以下の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

ただし、里帰り等特別な事情があるものとして町長が認めた場合は、この限りでない。 

(1) 興部町妊産婦安心出産支援事業助成金交付申請書（別記様式第 1号） 



(2) 母子健康手帳等、産科医療機関等で妊産婦健康診査を受診したこと、及び出産し

たことを証明する書類の写し 

(3) 交通費及び宿泊料金がわかる領収書（出産準備時に、タクシー等の公共交通機関

を利用した場合、及び宿泊費の助成を受ける場合に限る。） 

(4) 前各号にあげるもののほか、町長が必要と認める書類 

(委任状) 

第 6条 第 2条の対象者は、申請又は助成金受取に関し、興部町妊産婦安心出産支援事

業助成金にかかる権限の委任状（別記様式第 2号）を町長に提出することにより権限を

代理人に委任することができる。 

(助成の決定) 

第 7条 町長は、第 5 条の申請があったときは、審査のうえ助成の可否を決定し、興部

町妊産婦安心出産支援事業助成金交付可否決定通知書（別記様式第 3号）により、申請

者に通知するものとする。 

(助成金の返還) 

第 8条 町長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者に

助成金の返還を命じることができるものとする。 

(その他) 

第 9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この訓令は、公布の日から施行し、平成 28 年 4 月 1日から適用する。 

附 則(令和 2 年 3 月 16日訓令第 5 号) 

この訓令は、公布の日から施行し、令和 2 年 4 月 1日から適用する。 

附 則(令和 2 年 10 月 26 日訓令第 43号) 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則(令和 5 年 8 月 22日訓令第 23号) 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則(令和 7 年 3 月 4日訓令第 4号) 

この訓令は、令和 7 年 4 月 1日から施行する。 

別表(第 4 条関係) 

 

 

 

 



(1)交通費 

1 

区分 
2 対象経費 3 基準額 

健康

診査 

妊産婦が、産科医療機関に

おいて健康診査を受けたと

きに要した交通費 

  

距離区分 基準額（片道分） 

25kmを超えて 

50kmまで 
715 円 

50kmを超えて 

75kmまで 
1,225円 

75kmを超えて 

100kmまで 
1,600円 

100km以上 2,260円 

※自宅等から産科医療機関までの距離に応じた区

分とする。 
 

出産

準備 

妊婦が、分娩可能な医療機

関において出産したときに

要した交通費 

  

距離

区分 
基準額（片道分） 

25km

を超

えて 

50km

まで 

715 円 

50km

以上 

公共交通機関を利用した場合は、実費相当

額。 

 

【鉄道賃】 

・乗車賃及び急行料金 

・片道 100km を超える場合は、座席指定料

金。ただし、全席指定の場合は、100km 未満

であっても対象とする。 

 

【航空賃】 

・現に支払った運賃 

・座席に応じて旅客運賃の等級が区分され

ている便を利用する場合は、最下級の区分

にかかる旅客運賃の額とする。 

 

【車賃】 

・実費額による。ただし、自家用車を使用

した場合は、1kmにつき 37 円とする。 

※１回を限度とする。 
 

 

 

 



(2)宿泊費 

1 

区分 
2 対象経費 3 基準額 

健康

診査 

里帰り等で離島に在住する妊婦が、島外の医療機関において

健康診査を受けたときに要した宿泊費 

1人 1 泊につき 11,0

00円 

※1泊以内とし、1

回の健診につき 1 回

とする。 

出産

準備 

離島、又は分娩可能な医療機関までの距離が 50km を超える

自宅等に在住する妊婦が、分娩可能な医療機関において出産

するために、直前の準備に要した宿泊費 

1人 1 泊につき 11,0

00円 

※14 泊以内とし、

対象期間中 1回とす

る。 

別記様式第 1号(第 5 条関係) 

興部町妊産婦安心出産支援事業助成金交付申請書 

[別紙参照] 

別記様式第 2号(第 6 条関係) 

興部町妊産婦安心出産支援事業助成金にかかる権限の委任状 

[別紙参照] 

別記様式第 3号(第 7 条関係) 

興部町妊産婦安心出産支援事業助成金交付可否決定通知書 

[別紙参照] 


